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   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月7日(2016.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機能層を形成する際に用いる機能層形成用インクであって、
　前記機能層形成用インクは、機能層形成材料と、前記機能層形成材料を溶解させる溶媒
と、パーティクルと、を含み、
　大きさが０．５μｍ以上である前記パーティクルの数が、１０ｍｌの前記機能層形成用
インク中に７個以下であることを特徴とする機能層形成用インク。
【請求項２】
　大きさが０．５μｍ以上である前記パーティクルの数が、１０ｍｌの前記機能層形成用
インク中に１個未満であることを特徴とする請求項１に記載の機能層形成用インク。
【請求項３】
　機能層を形成する際に用いる機能層形成用インクの製造方法であって、
　前記機能層形成用インクに含まれるパーティクルの大きさと数の測定を行う第１工程と
、
　前記第１工程で行ったパーティクルの大きさと数の測定の結果からフィルターの第１の
孔径および濾過の第１の回数を決定する第２工程と、
　前記第１の孔径のフィルターを用いて、前記機能層形成用インクの濾過を前記第１の回
数行う第３工程と、
　前記第３工程で濾過された前記機能層形成用インクに含まれるパーティクルの大きさと
数を測定する第４工程と、
　前記第１の孔径と、前記第４工程で行ったパーティクルの大きさと数の測定の結果と、
からフィルターの第２の孔径および濾過の第２の回数を決定する第５工程と、
　前記第２の孔径のフィルターを用いて、前記機能層形成用インクの濾過を前記第２の回
数行う第６工程と、を有し、
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　前記第２工程では、前記第１工程で行ったパーティクルの大きさと数の測定の結果から
得られた、パーティクルの大きさと数との関係のうち、０．５μｍ以上のパーティクルの
大きさと数との関係から、第１の孔径および第１の回数を決定し、
　前記第５工程では、前記第４工程で行ったパーティクルの大きさと数の測定の結果から
得られた、パーティクルの大きさと数との関係のうち、０．５μｍ以上のパーティクルの
大きさと数との関係から、第２の孔径および第２の回数を決定することを特徴とする機能
層形成用インクの製造方法。
【請求項４】
　前記第５工程では、前記機能層形成用インクに含まれるパーティクルのうち、大きさが
０．５μｍ以上のパーティクルの数が、１０ｍｌの前記機能層形成用インク中に７個以下
となるように、前記第２の孔径と、前記第２の回数とを決定することを特徴とする請求項
３に記載の機能層形成用インクの製造方法。
【請求項５】
　陽極と陰極との間に、複数の薄膜層からなり、発光機能を有する機能層を備えた有機エ
レクトロルミネッセンス素子の製造方法であって、
　請求項１または２に記載の機能層形成用インクを用いて、前記機能層のうちのいずれか
の薄膜層を形成する工程を備えたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の
製造方法。
【請求項６】
　陽極と陰極との間に、複数の薄膜層からなり、発光機能を有する機能層を備えた有機エ
レクトロルミネッセンス素子の製造方法であって、
　請求項３または４に記載の機能層形成用インクの製造方法により製造された機能層形成
用インクを用いて、前記機能層のうちのいずれかの薄膜層を形成する工程を備えたことを
特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
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